
か り る

住宅ローン
ファミリープラン

土・日・祝日のご相談は、あおぎんローンプラザまたはパーソナルプラザをご利用ください。

あおぎん
パーソナル
プラザ

堀口 0176-52-6121
営業時間：平日・日曜/10：00～18：00
※定休日/土曜日、祝日※休業日/年末年始（12/31～1/3）・5/3～5/5

三沢市大字三沢字堀口117-35（三沢堀口ショッピングセンター エリア内）

城西 0172-35-5551
営業時間：平日・日曜/10：00～18：00
※定休日/土曜日、祝日※休業日/年末年始（12/31～1/3）・5/3～5/5

弘前市大字樋の口二丁目9番地6（イオンタウン弘前樋の口内）

営業時間：平日・土・日・祝日/10：00～18：00
※定休日/なし※休業日/年末年始（12/31～1/3）・5/3～5/5

八戸市北白山台5丁目1-21(八戸ニュータウンショッピングセンター敷地内)
0178-23-5715八　戸

ニュータウン

営業時間：平日・土・日・祝日/10：00～18：00　※定休日/なし　※休業日/年末年始（12/31～1/3）・5/3～5/5 営業時間：10：00～18：00 ※休業日/年末年始（12/31～1/3）
定 休 日：毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は翌営業日）

青森    0120-608417
ロ ー ンは 良 い な

青森市浜田二丁目14番地8（｢JUN浜田」１F）
弘前    0120-608089

ローンは お はやく

弘前市大字和徳町19-1（当行津軽和徳支店2F）

TEL0172-37-7501
弘前市神田二丁目4-7（ハウジングメッセ弘前敷地内）

八戸    0120-608743
ローンはおなじ み

八戸市青葉二丁目10番8号（「マンションあおば」1F）

ハウジング
メッセ弘前

0120-605408

平成29年1月4日現在

・サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。
・ご相談の対象は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者および保険の対象となる方（いずれも法人は除きます。）と、そのご親族（以下「相談対象者」といいます。）からの直接の相談に限ります。
（親族：配偶者・６親等以内の血族・３親等以内の姻族）
・一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。
・各サービスは、東京海上日動火災保険株式会社がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
・ご相談の対象は相談対象者に日本国内で発生した身の回りの事象（事業活動等を除きます。）とします。

（メディカルアシスト・デイリーサポート共通）ご注意ください

・メディカルアシスト
お電話にて各種医療に関する相談に応じます。また、夜間の緊急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。

24時間365日受付※１

緊急医療相談
常駐の救急の専門医および看護師が、緊急
医療相談に24時間お電話で対応します。

がん専用相談窓口
がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソーシャルワーカーがお応えします。
（より深いアドバイスをお聞きになりたい場合には、別途、専門の医師にご予約させていただきます。）

医療機関案内
夜間・休日の受付を行っている救急病院や、
旅先での最寄りの医療機関等をご案内します。

予約制専門医相談
様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で
専門的な医療・健康電話相談をお受けします。

転院・患者移送手配※２

転院されるとき、民間救急車や航空機特殊
搭乗手続き等、一連の手配の一切を承ります。

※１ 予約制専門医相談は、事前予約が必要です（予約受付は、24時間365日）。　※２ 実際の転院移送費用は、このサービスの対象外です。

・デイリーサポート
介護・法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や、暮らしのインフォメーション等、役立つ情報をご提供します。
※受付時間はご相談内容によって異なります。

介護関連サービス
・電話介護相談（介護保険制度やケアプランについてのご相談等、
介護全般に関わるご相談）
・インターネット介護情報サービス「介護情報ネットワーク」

生活支援サービス
・法律・税務相談※１　・社会保険に関する相談※２　・暮らしの情報提供
※１ 弁護士等のスケジュールの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
※２ 社会保険労務士のスケジュールの関係でご回答までに数日かかる場合があります。

保険期間中は、以下のサービスを無料でご利用いただけます！

住宅ローン「ファミリープラン」の概要
住宅ローンに「交通事故傷害危険のみ補償特約・被保険者の範囲に関する特約・個人賠償責任補償特約付総合生活保険（傷害補償）」（以下、「総合生活保
険（傷害補償）」といいます）を最長20年間付帯するプランです。

本プランの対象住宅ローン
・ スーパー住宅ローン「ファミリープラン」（あおぎん信用保証（株）保証付）
・ 快速住宅ローン〈住実パワー〉「ファミリープラン」（全国保証（株）保証付）
本プランのご利用条件
・ 対象住宅ローンを新規にご契約の方
※本プランをご利用の場合、住宅ローン新規ご契約時における金利プランは「当初固定10年型」のみの取扱いとなりますのでご了承ください。

総合生活保険（傷害補償）について
・ 取扱代理店

株式会社青森銀行　〒030-8668　青森市橋本1-9-30
北方商事株式会社　〒030-0823　青森市橋本1-7-2　　TEL017（773）2541

・ 引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社

ご留意事項
・本プランの対象住宅ローンの詳細につきましては、店頭備付のちらしまたはパンフレットにてご確認ください。
・総合生活保険（傷害補償）の詳細につきましては、窓口までお問い合わせください。

個人賠償責任補償
+ 交通事故補償

ご家族の万一への備え！

医療等
相談サービス

慣れない土地でも安心！

2つのあんしんがセットされています

〈あんしん②〉 慣れない土地でも安心！ 医療等相談サービス



〈保険の対象となる方（被保険者）〉

個人賠償責任補償補償①補償① 交通事故補償

※上記のケースはあくまで事例です。保険金のお支払いにつきましては、保険会社が可否を決定します。また、実際の保険金のお支払い金額
につきましても、個々の状況により異なります。

自転車で走行中、歩行者に衝突。相手に重
大な障害が残った。

親子でキャッチボールをしている際、他人の
家の窓ガラスを破損させてしまった。　

子供が駐車場で他人の車に傷をつけて
しまった。

子供同士が遊んでいて、相手にケガをさせ
てしまった。

子供が友人宅で遊んでいる際、テレビを倒
し、壊してしまった。 買い物中、誤って商品を破損させてしまった。

スキーやスノーボードをしていて、他人に
衝突しケガをさせ、さらにその人のスキーや
スノーボードの用具を壊してしまった。

飼い犬が他人に噛みつき、ケガをさせて
しまった。

自宅の屋根に積もった雪が落雪し、隣家を
破損させてしまった。

事例 ① 賠償額 9,000万円 賠償額 10万円 賠償額 20万円

賠償額 10万円賠償額 20万円 賠償額 50万円

賠償額 10万円賠償額 30万円 賠償額 300万円

事例 ② 事例 ③

事例 ④ 事例 ⑤ 事例 ⑥

事例 ⑦ 事例 ⑧ 事例 ⑨

〈保険金支払事例〉

))

国内外において偶然の事故により他人にケガを
させたり、他人の物を壊してしまい、法律上の
賠償責任を負った場合に、1回の事故につき
最高1億円まで補償されます。

保険金額

最高 億円1 交通事故等により死亡された場合や
身体に後遺障害が生じた場合に補償されます。

保険金額

最高 万円100

ご本人さま（住宅ローンご契約者） 配偶者さま お子さまなど（その他のご親族※）

※その他のご親族は、ご本人または配偶者と同居のご親族および別居の未婚のお子さまが対象となります。なお、「ご親族」とは6親等以内の
血族および3親等以内の姻族をいい、「未婚」とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
＊上記の続柄は、傷害および損害の原因となった事故発生時におけるものが対象となります。

最長 年20

補償②補償②

〈保険期間〉

〈保険料〉

※「交通事故等」とは、以下のものを指します。
・運行中の交通乗用具（自転車、自動車、電車、バス、航空機、船舶等）との衝突、接触等の交通事故
・運行中の交通乗用具に搭乗している間の事故
・乗客として駅の改札口を入ってから出るまでの駅構内における事故
・作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触等の事故 
・交通乗用具の火災による事故　等

お客さまの保険料のご負担はございません。
（保険料は当行が保険会社へ支払います。）保険料 円0
保険期間は、住宅ローンご融資日の午後４時から１年後の応当日（以下、「満期日」といい
ます）の午後４時までの1年間とし、満期日を経過した時点で住宅ローンの残高がある
場合は、更に１年間自動更新されます。
ただし、ご融資日から20年後の応当日の午後４時をもって、保険期間は終了となります
ので、あらかじめご了承ください。

住宅ローン「ファミリープラン」で家族みんなをサポート！
個人賠償責任補償+交通事故補償ご家族の万一への備え！〈あんしん①〉

ローンの金利も
上乗せなし！




